
 

山梨県中小企業家同友会  東支部１０月例会案内 

従業員を雇用したことによる成果と課題 

～共に育つ経営者の姿勢～ 

    

今回は，半田武彦司法書士事務所の半田武彦氏が「従業員を雇用したことによる成果と課題」という

タイトルで報告をして下さいます。会員の皆様においても、雇用ということに対する考え方は様々だと

思われますが、やはり企業経営者としてこの問題を直視せずして経営は語れないと思います。 

「従業員には給料を払っているのだから一生懸命働いて当然だ」という考えをお持ちの社長もいるか

も知れません。そういった方々は今回の例会が非常に辛いものとなるでしょう。しかしながら，従業員

をパートナーとして認識して大切にし、よい会社をつくろうという企業経営者にとって見れば非常に学

びとなるはずです。ぜひともご興味のある方はご参加下さい。 

従業員と共に育つ。という同友会本来の労使関係の構築のため、ぜひとも半田氏の報告を聞き、討論

によって自社の問題を課題に変え、課題を目標に変え企業変革を行っていきましょう。 

聞くところによると、雇用した苦労話や嬉しかった話が満載の涙あり笑いありの報告になりそうで

す！ 今後、採用をお考えの方、従業員との関係で悩んでいる方など、ぜひご参加ください。 

 

報告者：半田武彦司法書士事務所  代表  半田 武彦 氏 

日 時：２０１１年 １０月１１日（火）１８：３０～ 

会 場：かげつ 笛吹市石和町川中島３８５ 電話 055-26２-4526 

会 費：無料（オブザーバ参加 2 回目からは 1000 円） 

出欠の返信は 10 月４日（火）までに必ずお願いいたします!! 

返信先事務局 ：ＦＡＸ０５５－２３６－５５３９（電話０５５－２３６－５５３７） 

 

１０月東支部例会（１０月１１日）に 

出席    ・   欠席 

会社名            氏名                  

 

オブザーバー                  ふりがな 

会社名            役職       氏 名              

◇お知り合いの経営者をお誘いのうえ是非ご参加ください。◇ 

e.doyuで未返信の方のみにＦＡＸ案内させていただいております。 

e.doyu での出欠返信にご協力ください。 

会場をお間違えない

よう、ご注意ください!! 


